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１ 九州事務所の概要

⑴ 組織及び業務内容

九州事務所は、九州７県（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎及び鹿児島の各県）を管轄区域とし

て、独占禁止法、取適法等の運用を行っている公正取引委員会事務総局の地方機関です。

九州事務所の組織及び業務内容は次のとおりです。

⑵ 定員の推移

九州事務所は、昭和23年９月10日に設置（当時の名称は「福岡地方事務所」）され、公正取引委

員会の役割の重要性の高まりとともに、順次、定員の充実が図られています。

令和８年度の定員は３７名です（事務総局全体では９９５名）。
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所 長

第一審査課
℡092-431-6033

第二審査課

総務課
℡092-431-２３２９

経済取引指導官
℡092-431-5882

第一取引適正化調査課
℡092-431-6032

取引課
℡092-431-6031

第三審査課

所内の総合調整、独占禁止法・競争政策の普及・啓発・広報・広聴、
会計･物品調達・管理、職員研修、福利厚生等の業務

独占禁止法及び各種ガイドラインに関する相談の受付
合併や株式所有等の企業結合に関する相談及び届出等の審査

取適法に関する相談及び申告の受付、取適法違反事件の調査

優越的地位の濫用に関する相談の受付、独占禁止政策に係る事
業活動（優越的地位の濫用に係るものに限る。）の調査
景品表示法に関する相談、申告の受付、同法違反事件の調査

独占禁止法違反についての申告の受付
違反の発見のための調査
独占禁止法違反事件の審査

独占禁止法違反事件の審査

独占禁止法違反事件の審査

総務管理官

フリーランス課
℡092-437-2756

フリーランス法に係る相談、フリーランス法の事務

取引適正化管理官

第二取引適正化調査課 取適法違反事件の調査
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２ 独占禁止法関係業務

独占禁止法の申告窓口 第一審査課 092-431-6033

独占禁止法は、「公正かつ自由な競争」を促進するため、私的独占、カルテル及び不公正な取引方法

を禁止しています。

公正取引委員会は、迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下、国民生活に影響の大

きい価格カルテル・入札談合・受注調整、中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や

不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしています。

⑴ 独占禁止法違反事件の処理手続

独占禁止法違反事件の処理手続は下図のとおりです。
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⑵ 九州地区における独占禁止法違反事件等の処理状況

ア 違反事件等処理件数の状況

最近の５年間における九州地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は、下表のとおりです。

（※不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものは除きます）

※ 確約手続の流れ

確約手続とは、独占禁止法違反の疑いについて、公正取引委員会と事業者との間の合意により解決す

るための手続で、競争上の問題を早期に是正し、独占禁止法の効率的かつ効果的な執行に資するものです。

R6R5R4R３R２
年度

処理

３13００法的措置

１００００警告

３2６４４注意

１1０００打切り

８4９４４合計

（単位：件）

3

イ 法的措置等（警告、排除措置命令、課徴金納付命令、確約計画の認定）

措 置事件の概要違反事業者等

確約計画の認定

R８.４.１

総合ディスカウントストア「ルミエール」を運営する三角商事㈱は、遅く

とも令和３年１月頃から、納入業者に対して、改装開店又は棚替えに際し、

これらを実施する店舗において、当該納入業者が納入する商品以外の商

品を含む当該店舗の商品の陳列等の作業を行わせるため、あらかじめ当

該納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することな

く、かつ、派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく、当該

納入業者の従業員等を派遣させている。

【不公正な取引方法の禁止（優越的地位の濫用行為）】

※確約計画が実施されることにより、納入業者のうち約４４０社に対し、総

額約４３００万円の金銭的価値が回復されると見込まれる。

小売業者

【福岡県】

（総合ディスカ

ウントストア）
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措 置事件の概要違反事業者等

確約計画の認定

R７.９.５

㈱ニシムタ（以下「ニシムタ」という。）は、遅くとも令和４年３月頃以降、納

入業者に対して、次の行為を行っている。

ア 「商品管理費」の名目で、あらかじめ負担額の算出根拠、使途等を明

らかにせず、又は、当該金銭の提供が、その提供を通じて納入業者が得る

こととなる直接の利益等を勘案して合理的な範囲を超えた負担となるに

もかかわらず、当該納入業者からの毎月の仕入金額にあらかじめ定めた

一定の料率を乗じて算出した額の金銭を提供させている。

イ 新規開店に際し、これを実施する店舗（ニシムタが運営するもの。以

下同じ。）に関して、「開店広告協賛」の名目で、あらかじめ負担額の算出根

拠、使途等を明らかにせず、又は、当該金銭の提供が、その提供を通じて

納入業者が得ることとなる直接の利益等を勘案して合理的な範囲を超え

た負担となるにもかかわらず、当該納入業者から当該店舗向けに開店前

に仕入れる商品の仕入金額にあらかじめ定めた一定の料率を乗じて算出

した額の金銭を提供させている。

ウ 納入業者から仕入れる商品について当該納入業者に行わせていた

商品への値札シールの貼付け作業を廃止することを理由に、「物流支援

費」（注１）の名目で、あらかじめ負担額の算出根拠、使途等を明らかにせず、

又は、当該金銭の提供が、その提供を通じて納入業者が得ることとなる直

接の利益等を勘案して合理的な範囲を超えた負担となるにもかかわらず、

当該納入業者からの毎月の仕入金額にあらかじめ定めた一定の料率を乗

じて算出した額の金銭を提供させている。

エ 新規開店又は改装開店（注2）に際し、これらを実施する店舗において、

納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品の搬入、陳列

等の作業を行わせるため、派遣のために通常必要な費用（以下「派遣費

用」という。）を自社が負担することなく（注3）、当該納入業者の従業員等を

派遣させている。

（注１）ニシムタは、納入業者に行わせていた商品への値札シールの貼付

け作業を廃止することで、自社が同作業を行うことになるため、その作業

経費として、「物流支援費」の名目で、一定の料率を乗じて算出した金銭を

納入業者に提供させている。

（注２）ニシムタは、既存店舗における商品棚のレイアウト変更をはじめと

する内装の改装等を行う改装開店を定期的に行っている。

（注３）ニシムタは、従業員等を派遣した納入業者に対して、派遣費用の請

求を行うよう求めているものの、当該求めに応じず、派遣費用を請求しな

い意思表示をした納入業者の派遣費用については、負担をしていない。

【不公正な取引方法の禁止（優越的地位の濫用行為）】

※確約計画が実施されることにより、納入業者のうち５０社に対し、総額

約７億３０００万円の金銭的価値が回復されると見込まれる。

小売業者

【鹿児島県】

（ホームセンター

/スーパーセン

ター）
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措 置事件の概要違反事業者等

警告

R7.3.18

㈱九州シジシーは、遅くとも令和３年４月以降、「CGC」のブランドを付

すなどした食料品、日用品等の商品の一部について、九州地区及び沖縄

県に所在する取引先小売業者等（以下「取引先小売業者」という。）に対し

て、下限売価（取引先小売業者が小売販売する際の下限の価格をいう。）

を示し、当該下限売価について取引先小売業者から同意を得るとともに、

取引先小売業者が下限売価を下回る価格で販売している場合には販売価

格を下限売価以上に引き上げるように要請するなどして、下限売価以上

で販売するようにさせている疑いがある。

【不公正な取引方法の禁止（再販売価格の拘束）】

製造販売業者

【福岡県】

排除措置命令

R6.12.19

㈱関家具は、遅くとも令和２年２月頃以降、次の行為を行うことにより、

取引先小売業者に「Ｅｒｇｏｈｕｍａｎ」の商標が付された椅子（以下「エルゴ

ヒューマン」という。）を関家具が定めた「参考売価」と称する小売価格（以

下「参考売価」という。）で販売するようにさせていた。

ア エルゴヒューマンを参考売価で販売する旨に同意した取引先小売業

者にのみ販売する方針に基づき、エルゴヒューマンの取引を新たに開始す

る取引先小売業者からは、エルヒューマンを参考売価で販売する旨の同意

を得るとともに、エルゴヒューマンの参考売価を引き上げる際には、

その都度、取引先小売業者から、引上げ後の参考売価でエルゴヒューマン

を販売する旨の同意を得ていた。

イ 取引先小売業者のインターネット上におけるエルゴヒューマ ンの販売

価格を監視すること及び取引先小売業者から参考売価を下回る価格での

エルゴヒューマンの販売（以下「値引き販

売」という。）を行っている他の取引先小売業者に関する苦情を受けるこ

とにより、値引き販売を行っている取引先小売業者が判明した場合、当該

取引先小売業者に、参考売価で販売するよう要請していた。

ウ 前記イの要請にもかかわらず値引き販売を継続した取引先小売業者

に対しては、エルゴヒューマンの出荷価格の引上げを行うなどしていた。

【不公正な取引方法の禁止（再販売価格の拘束）】

家具の卸売業

者

【福岡県】

確約計画の認定

R5.6.27

福岡有明漁業協同組合連合会（以下「漁連」という。）は、漁協（注１）を通

じて、生産者（注２）から乾海苔の販売を受託し、当該乾海苔を、自らが実

施する乾海苔の入札により指定商社（注３）に販売しているところ、次の行

為を行っている。

ア 漁協を通じて、生産者に対し、生産した乾海苔の全量を生産者が所

属する漁協に出荷する旨の条件を定めた誓約書に記名押印させるととも

に、当該誓約書に定めた条件を遵守するよう要請している。

イ 漁協に対し、生産者から集荷した乾海苔の全量を自らに出荷する旨

の条件を覚書として定めるとともに、当該覚書に定めた条件を遵守する

よう要請している。

ウ 指定商社に対し、自らが実施する入札に付した乾海苔以外に、生産

者が生産した乾海苔の買付けを行わない旨の条件を、自らが構成員と

なっている協議会（以下単に「協議会」という。）（注４）において書面により

定めるとともに、書面に定めた条件を遵守するよう要請している。

漁業協同組合

連合会

［福岡県］
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措 置事件の概要違反事業者等

エ 自らが構成員となっている九州共販協議会において、自らが実施す

る入札に付したものの、最も高い入札価格が基準価格（注５）に満たな

かった乾海苔について、当該乾海苔を生産した生産者の意向を確認する

ことなく、当該乾海苔を処分することとしている。

（注１）漁連の会員である漁業協同組合であって所属組合員に乾海苔を生

産する者がいる漁業協同組合をいう（特定の漁業協同組合を除く）。

（注２）漁協の所属組合員のうち乾海苔を生産する者をいう。

（注３）漁連が実施する乾海苔の入札に参加する事業者をいう。

（注４）福岡県等の区域内で乾海苔の販売事業を行う漁業協同組合連合会

等を会員とした任意団体。

（注５）漁連が年度ごとに設定する乾海苔１枚当たりの最低落札価格をい

う。 【不公正な取引方法の禁止（排他条件付取引又は拘束条件付取引）】

排除措置命令

課徴金納付命令

R５.３.3０

電気事業者が、互いに、相手方の供給区域において順次実施される官

公庁入札等で安値による電気料金の提示を制限することを合意していた。

【不当な取引制限の禁止（市場分割カルテル）】

※課徴金の額は、２７億６２２３万円

電気事業者

［福岡県］

排除措置命令

課徴金納付命令

R５.３.２４

独立行政法人国立病院機構発注の九州エリアに所在する病院が調達す

る医薬品の入札参加業者らが、受注予定者を決定し、受注予定者が受注

できるようにしていた。

【不当な取引制限の禁止（入札談合）】

※課徴金の額は、6億2728万円

医薬品卸売業

者

［福岡県、大分

県、熊本県］

確約計画の認定

R4.5.19

㈱一蘭は、同社が販売する即席めん等（以下「特定即席めん等」とい

う。）に関し、自ら又は取引先卸売業者を通じて小売業者に販売している

ところ、遅くとも平成３０年１月以降、特定即席めん等の商品ごとに希望小

売価格を定めた上で（以下当該商品ごとに定められた希望小売価格を「特

定希望小売価格」という。）、当該商品が小売業者において販売される態

様（同一の商品を複数まとめる場合又は異なる商品を組み合わせる場合

を含む。）にかかわらず

ア 当該商品の購入を希望する小売業者に対し、特定希望小売価格から

割引した価格による販売を行わないよう要請し、これに同意した小売業

者に

イ 取引先卸売業者をしてその取引先である当該商品の購入を希望する

小売業者に特定希望小売価格から割引した価格による販売を行わない

よう要請させ、これに同意した小売業者への販売を行うことになる当該

取引先卸売業者に

当該商品をそれぞれ供給している。

【不公正な取引方法の禁止（再販売価格の拘束）】

食料品製造業

者

［福岡県］



注意事案の概要

農産物の販売事業等を営むＡは、運送業務を委託する物流事業者に対し、発注内容に含まれていない積込

み及び荷卸し作業を行わせていたにもかかわらず、当該作業に必要な費用を支払っていなかった。

鋼材等の卸売業等を営むＢは、運送業務を委託する物流事業者に対し、あらかじめ書面で合意することな

く、支払うべき運賃の額から振込手数料相当額を差し引いて支払っていた。
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届出のお問い合わせ先 経済取引指導官 092-431-5882

オ 不当廉売事案の迅速処理

公正取引委員会は、申告のあった小売業に係る不当廉売事案については、迅速に処理する

との方針の下で対処しているほか、大規模事業者による不当廉売等周辺の販売業者に対する

影響が大きいと考えられる事案については厳正に対処することとしています。令和６年度、九

州地区においては、酒類、石油製品等の小売業について、１５件の注意を行いました。

⑶ 中小企業等協同組合法第７条第３項に基づく届出に関する処理状況

中小企業等協同組合法に基づき設立された事

業協同組合及び信用協同組合は、組合に大規模

事業者が加入した場合又は組合員が大規模事業

者になった場合には、その日から30日以内に公

正取引委員会に届け出ることとされています。

九州地区の最近の届出の状況は、右図のとおり

です。
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エ 優越的地位の濫用事案の処理

公正取引委員会は、優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には、効率的かつ効果的な調

査を行い、独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には、未然防止の観

点から注意するほか、独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしています。

令和６年度において九州地区では２件の注意を行いました。概要は次のとおりです。

事案の概要

農業協同組合Ｃは、組合員に対し、共同利用施設の利用条件として、収穫した農産物の全量をＣに出荷する
ことを契約により義務付けていた。 【排他条件付取引、拘束条件付取引】

漁業協同組合連合会及び漁業協同組合を会員とする団体Ｄは、各会員が実施する入札を通じて販売される
水産物の最低落札価格を決定していた。 【団体による価格決定】

漁業協同組合Ｅは、組合員に対し、漁獲した水産物の全量を出荷するよう要請していた。
【排他条件付取引、拘束条件付取引】

ウ 独占禁止法違反につながるおそれがあるとして注意をした最近の事案



事業者団体に対する独占禁止法説明会、発注官庁向けの研修会の
お問い合わせ先 経済取引指導官 092-431-5882

⑸ 違反行為の未然防止に向けた取組

ア 事業者団体等に対する説明会、研修会等の開催

独占禁止法違反の未然防止の観点から、独占禁止法の説明会を開催するとともに、事業者

団体や地方公共団体等が主催する独占禁止法等の説明会等へ当事務所の職員を講師として

派遣しています。九州地区では、令和６年度は独占禁止法に関する説明会等を３７回実施しま

した。

イ 入札談合に関する発注官庁等との協力・研修

入札談合の排除や未然防止をより一層徹底するためには、発注官庁等の取組が極めて重要

です。このような観点から、公正取引委員会では、入札談合等関与行為防止法に関する研修会

等を３６回実施することにより、発注官庁等との連携・協力体制の整備を図るとともに、独占

禁止法・入札談合等関与行為防止法の周知に努めています。

8

イ 独占禁止法相談ネットワーク

商工会議所及び商工会と連携して独占禁止法相談窓口を設置し、中小事業者等が独占禁

止法に関する苦情・相談をより容易にできるようにするとともに、寄せられた苦情・相談を公

正取引委員会に連絡し、その迅速・的確な処理を行う目的で平成10年から独占禁止法相談

ネットワークを構築しています。このネットワークが有効に働くように、毎年、商工会議所等主

催の経営指導員研修会に職員を講師として派遣し、独占禁止法等の説明を行っています。
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独占禁止法違反の未然防止に関する相談先 経済取引指導官 092-431-5882

⑷ 相談

ア 相談受付

公正取引委員会では、法運用に対する理解を

深め、違反行為の未然防止を図るため、独占禁

止法等に係る相談を受け付けています。

九州事務所における最近の相談件数は右図の

とおりです。



３ 取適法関係業務

取適法の申告窓口 第一取引適正化調査課 092-431-6032

⑴ 取適法違反事件の処理手続

⑵ 九州地区における取適法違反事件の処理状況

取適法は、取引の公正化・中小受託事業者の利益保護を図るため、製造委託等代金の支払遅延、

減額、返品等の委託事業者の不当な行為を禁止しています。

※令和８年１月１日から、下請法は、取適法に変わりました（本資料においては、必要に応じて旧法

の用語を用いて説明しています。）。

ア 書面調査の状況

公正取引委員会では、取引の性格上、中小受託事業者からの取適法違反被疑事実についての情

報提供が期待しにくいため、委託事業者及び中小受託事業者を対象に定期的な書面調査を実施し

ています。令和６年度において、九州地区では親事業者6,100名及び下請事業者22,548名を対

象に実施しました。

9



ウ 主な違反事件

措 置事件の概要違反事業者等

勧告

R7.11.27

福岡ダイハツ販売㈱は、自社が請け負う自動車の修理の顧客に代車と

して貸し出すために、下請事業者に対し、合計76台の自動車を無償で

提供させていた。

【不当な経済上の利益の提供要請の禁止】

※下請事業者２４名に対し、合計７６台の自動車(総額１７３９万５５９８

円相当)を無償で提供させていた。

自動車の整備業者

［福岡県］

勧告

R7.4.24

㈱スズキ自販大分は、自社が請け負う自動車の修理の顧客に代車とし

て貸し出すために、下請事業者に対し、合計２５台の自動車を無償で提

供させていた。

【不当な経済上の利益の提供要請の禁止】

※下請事業者８名に対し、合計25台の自動車(総額853万6123円相

当)を無償で提供させていた。

自動車の販売業者

［大分県］

勧告

R7.3.7

㈱フタバ九州は、自社等が所有する金型、治具及び検具（以下「金型

等」という。）を貸与していたところ、当該金型等を用いて製造する自動

車部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、金

型等を無償で保管させていた。

【不当な経済上の利益の提供要請の禁止】

※下請事業者１６名に対し、合計3,733個の金型等（総額2914万951

円相当）を無償で保管させていた。

自動車部品の製造

販売業者

［福岡県］
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取適法に関する相談先 第一取引適正化調査課 092-431-6032

⑶ 相談受付

公正取引委員会では、法運用に対する理解を深め、違

反行為の未然防止を図るため、取適法に係る相談を受

け付けています。

九州事務所における最近の相談件数は右図のとおり

です。

エ 最近の指導事案

措 置事件の概要違反事業者等

勧告

R5.3.29

㈱ナフコは、下請事業者から日用雑貨品、家具等（以下「商品」とい

う。）を受領した後、当該商品に係る受入検査を行っていないにもかか

わらず、当該商品に瑕疵があることを理由として、当該商品を引き取ら

せていた。

【返品の禁止】

※下請事業者181名に対し、総額4042万6744円相当の商品を返品

日用雑貨品、家具

等の販売業者

［福岡県］

勧告

R5.3.16

岡野バルブ製造㈱は、自社が所有する木型及び金型（以下「木型等」

という。）を貸与していたところ、当該木型等を用いて製造する部品の

発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、木型等を無

償で保管させていた。

【不当な経済上の利益の提供要請の禁止】

※下請事業者９名に対し、合計330個の木型等を無償で保管させてい

た。

発電用バルブの製

造業者

［福岡県］



取適法の相談・講習会等に関するお問い合わせ先
第一取引適正化調査課 092-431-6032

ア 基礎講習

公正取引委員会は、企業のコンプライアンス意識の高まりや初心者向けの講習会開催に係る

要望等を踏まえ、取適法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした基礎講

習を実施しています。

九州事務所では、令和６年度においては７回の講習を実施しました。

イ 下請取引適正化推進月間に関する取組

令和６年度においては、各種媒体を通じた広報やポスターの掲示に加え、下請取引適正化推

講習会テキストの内容を繰り返し習得できる動画を配信しました。また、「下請取引適正化推

進月間」を効果的にPRすることを目的として、キャンペーン標語についての一般公募を実施し、

「 賃 上 げ と 労 務 費 転 嫁 を 両 輪 に 」 を 令 和 ６ 年 度 の 特 選 作 品 と し て 選 定 し ま し た 。

ウ 事業者団体等が主催する説明会、研修会への講師派遣

取適法違反行為の未然防止の観点から、事業者団体や経済団体等が主催する説明会・研修会

に当事務所の職員を講師として派遣しています。令和６年度においては、九州事務所では事業

者団体等へ６６回の出講を実施しました。

エ 取引適正化協力委員

昭和40年以降、取引の事情に明るい有識者に取引適正化協力委員（21名）を委嘱し、同協力

委員の方々から寄せられた意見や情報を的確な法運用に役立てています。

⑷ 違反行為の未然防止に向けた取組

12
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4 フリーランス法関係業務

フリーランス法は、特定受託事業者（フリーランスのこと。以下同じ。）に係る取引の適正化及び特

定受託業務従事者の就業環境の整備等を目的として、令和５年４月28日に成立し、令和６年11月

１日に施行されました。

公正取引委員会は、フリーランス法の周知等の法違反行為を未然に防止するための各種の施策

を実施するとともに、違反行為の発見に努め、違反行為が認められた業務委託事業者に対しては、

迅速かつ適切に対処することとしています。

⑴ 九州地区における違反事件等の処理状況

ア 勧告

措 置事件の概要違反事業者等

勧告

R7.9.26
㈱九州東通は、特定受託事業者４４名に対しテレビジョン放送

事業者等から請け負う放送番組等の制作に係る動画撮影、音声

収録、出演等を委託をした際に、直ちに、特定受託事業者の給付

の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的

方法により当該事業者に対し明示しなかった。また、報酬の支払

期日を定めておらず、当該事業者に対し、当該事業者から役務

の提供を受けた日までに報酬を支払わなかった。

【取引条件の明示義務・期日における報酬支払義務】

テレビ番組制作会社

［福岡県］

事件の概要

広告業を営むＡ社は、翻訳等の広告関連の業務を特定受託事業者に委託しているが、直ちに明示が必要な

事項のうち、給付を受領する場所及び検査完了日を明示していなかった。また、報酬の額について、基本契約

書において算定方法を明示しているが、個々の発注時において具体的な金額の確定後に速やかに金額を明示

しておらず、更に共通事項（基本契約書）との関連性（参照元）を明示していなかった。

【取引条件の明示義務】

広告業を営むＣ社は、映像撮影業務を特定受託事業者に委託しているが、業務委託が開始された後に取引

条件の明示を行っており、業務委託をした場合の明示を直ちに行っていなかった。また、報酬の支払期日を「納

品完了後、60日以内に銀行振込。」と明示しており具体的な期日を特定していなかった。

【取引条件の明示義務・期日における報酬支払義務】

広告業を営むＤ社は、ラジオ原稿の制作を特定受託事業者に委託しているが、給付を受領した後に取引条件

の明示を行っており、業務委託をした場合の明示を直ちに行っていなかった。

【取引条件の明示義務】

広告業を営むＢ社は、デザイン制作を特定受託事業者に委託しているが、業務委託をした場合に直ちに明

示が必要な事項を全く明示していなかった。 【取引条件の明示義務】

イ 指導
令和６年度においては、11件のフリーランス法違反被疑事件を処理し、このうち、６件につい

て違反行為又は違反のおそれのある行為があると認め、指導を行いました。
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ア 普及・啓発

公正取引委員会は、フリーランス法の内容を広く周知するため、事業者及び事業者団体を対象

として、当委員会主催の説明会を実施しており、令和６年度においては、合計８回の説明会を実

施しました。 また、公正取引委員会は、事業者団体等が開催する説明会等に、当委員会事務総局

の職員を講師として派遣しており、令和６年度においては、職員を34回派遣しました。説明会等

の開催に当たっては、これらの説明会等のうち、福岡労働局とは２回、佐賀労働局とは２回、鹿児

島労働局とは３回の合計７回について、それぞれ当該労働局とともに説明を行いました。

イ 相談

公正取引委員会では、地方事務所等を含めた全国の相談窓口において、年間を通して、フリー

ランス法に係る相談を受け付けています。令和６年度においては166件の相談に対応しました。

フリーランス法の相談・講習会等に関するお問い合わせ先
フリーランス課 092-437-2756

⑵ 違反行為の未然防止に向けた取組

ゲームソフトウェア業を営むＥ社は、サーバー及びネットワーク機器の保守等の業務を特定受託事業者に委

託しているが、報酬の支払期日を「2025年1月31日までに」と明示しており具体的な期日を特定していな

かった。 【期日における報酬支払い義務】

受託開発ソフトウェア業を営むＦ社は、ウェブサイト制作業務を特定受託事業者に委託しているが、業業務

委託をした場合に直ちに明示が必要な事項のうち、給付を受領する期日及び場所を明示していなかった。ま

た、報酬の支払期日を「毎月末日締切、翌々月末日支払」と設定しており、給付を受領した日から60日以内に

報酬を支払わない場合、期日までの報酬支払義務違反となるおそれがあった。

【取引条件の明示義務・期日における報酬支払義務】

事件の概要



5 景品表示法関係業務

景品表示法に係る御相談・申告窓口 取引課 092-431-603１

景品表示法は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある不当な表示及び

過大な景品類の提供を禁止しています。同法は、平成21年９月１日、消費者庁に移管されましたが、公正

取引委員会は、消費者庁長官から景品表示法違反被疑事件に係る調査権限を委任され、必要な調査を

行うとと もに、相談 への対応、講師派遣 等を通じた同法の普及・啓発に取り組んでいます。

⑴ 景品表示法違反事件の処理手続

ア 違反事件の処理状況

R6R5R４R３R２
年度

処理

０３１５０
表
示

措置命令
０００００

景
品

０１００１
表
示

課徴金納付命令

２５３９４
表
示

指導
０００００

景
品

２９４１４５
表
示

合計 ０００００
景
品

２９４１４５計

（単位：件）

弁明の機会の付与

調 査（注）

措置命令

弁明の機会の付与
指 導

確 定不服申立て
（審査請求又は取消訴訟）

（注）調査権限は
公正取引委員会も行使

課徴金納付命令

確 定不服申立て
（審査請求又は取消訴訟）

外部からの情報提供
職権探知等

15
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措置事 件 の 概 要違反事業者

措置命令

R7.9.12

おせち料理の販売価格に関する不当表示

【表示内容】

㈱ジャパネットたかたは、自社ウェブサイトにおいて、「通常価格２９，

９８０円が」、「１万円値引き ７／２２～１１／２３」、「値引き後価格１９，

９８０円（税込）」及び「～大人気おせちが今ならお得！～早期予約キャ

ンペーン」と表示することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額

（以下「通常価格」という。）は、本件商品について令和６年７月２２日か

ら同年１１月２３日までのセール期間経過後に適用される将来の販売価

格であり、「値引き後価格」と称する実際の販売価格が当該将来の販売

価格に比して安いかのように表示していた。

【実際】

本件商品について、当該セール期間経過後に当該将来の販売価格で

販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかったもの

であり、通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは

認められないものであった。

通信販売業者

（長崎県）

措置命令

R６.２.２７

課徴金納

付命令

R7.6.5

太陽光発電システム機器等に係るＮｏ．１表示に関する不当表示

【対象商品・対象役務】

蓄電池を含む太陽光発電システム機器及びその導入に係る施工

【表示内容】

㈱新日本エネックスは、自社ウェブサイトにおいて、「Ｎｏ．１ ＪＭＲ

アフターフォローも充実の太陽光発電蓄電池販売」、「Ｎｏ．１ ２０２２

ＪＭＲ 安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売」、等と表示するこ

とにより、あたかも、本件3項目①及び本件3項目②について、利用者

又は知見等を有する者を対象に調査した結果において、本件商品等に

係る順位がそれぞれ第１位であるかのように示す表示をしていた。

【実際】

① 表示の根拠となった調査は、本件３項目①及び本件３項目②につ

いて、回答者に対し、利用者か又は知見等を有する者かを確認するこ

となく、調査会社が指定する事業者（違反事業者含む）の印象を問う

ものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。

② 当該表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているもので

はなかった。

※ 課徴金の額 9989万円

太陽光発電シス

テム機器等の販

売施工業者①

（福岡県）

イ 主な景品表示法違反事件
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措置事 件 の 概 要違反事業者

措置命令

R６.２.２７

課徴金納

付命令

R8.3.17

太陽光発電システム機器等に係るＮｏ．１表示に関する不当表示

【対象商品・対象役務】

蓄電池を含む太陽光発電システム機器、「エコキュート」と称する給湯器

及び電気温水器並びにその導入に係る施工

【表示内容】

㈱安心頼ホームは、自社ウェブサイトにおいて、 「蓄電池｜太陽光発電

｜エコキュート｜電気温水器 九州エリア口コミ満足度Ｎｏ．１」、「信頼の３

冠獲得 第１位」等と表示することにより、あたかも、九州地区内において、

本件３項目について、利用者を対象に調査した結果において、本件商品等

に係る順位がそれぞれ第１位であるかのように示す表示をしていた。

【実際】

① 表示の根拠となった調査は、本件３項目について、回答者に対し、

利用者かを確認することなく、調査会社が指定する、特定の１０社

（違反事業者含む）の各販売サイトの印象を問うものであり、客観的

な調査に基づくものではなかった。

② 当該表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているもの

ではなかった。

※課徴金の額 ８２６万円

太陽光発電シ

ステム機器等

の販売施工業

者②

（福岡県）

措置命令

R5.6.1４

課徴金納

付命令

R6.3.26

ペット用サプリメントに係る白内障等を改善する効果及びＮｏ．１表示に関

する不当表示

【表示内容① （ペット用サプリメントの効能に関する表示）】

 ㈱バウムクーヘンは、

① 自社ウェブサイトにおいて、 本件商品を犬に摂取させることによ

り、 犬の白濁した瞳が改善する効果が得られるかのように示す表

示をしていた。

② アフィリエイトサイトにおいて、本件商品を犬に摂取させることに

より、犬の白内障が治る効果が得られるかのように示す表示をし

ていた。

【実際】

景品表示法第７条第２項の規定に基づき、当該表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、提出された資料は、当該

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないもので

あった。

通信販売業者

（福岡県）
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措置事 件 の 概 要違反事業者

措置命令

R5.6.1４

課徴金納付

命令

R6.3.26

【表示内容② （Ｎｏ．１表示）】

バウムクーヘンは、自社ウェブサイトにおいて、「皆様に選ばれて ７冠

達成！」、「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ 口コミ

人気」、「Ｎｏ．１ 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ 品質満

足度」等と表示することにより、あたかも、本件商品及び他の事業者が

販売する同種商品に関する本件７項目（※）をそれぞれ客観的な調査方

法で調査した結果において、本件商品に係る本件７項目の順位がそれ

ぞれ第１位であるかのように示す表示をしていた。

※本件７項目

①食べさせやすさ ②愛犬家におすすめ ③初めてでも安心

④口コミ人気 ⑤長く続けられる ⑥友人にすすめたい ⑦品質満足度

【実際】

リサーチ会社による調査は、本件７項目について、本件商品及び他の

事業者が販売する同種商品に関する各事業者のウェブサイトの印象を

問うものであり、回答者の条件を付さずに、アンケートサイトの会員全

員を対象に行われたものであって、本件商品及び他の事業者が販売す

る同種商品に関して本件７項目をそれぞれ客観的な調査方法で調査し

たものではなかった。

※課徴金の額 １０１６万円

通信販売業者

（福岡県）

措置命令

R４.５.２４

サプリメントの成分の含有量に係る不当表示

【表示内容】

リプサ㈱は、自社ウェブサイトにおいて、「主成分値 ２カプセルあたり

目安：ラクトフェリン濃縮物３００ｍｇ」と表示するなど、あたかも、本件

商品２カプセル（５００ｍｇ）当たりのラクトフェリンの含有量は、３００ｍ

ｇであるかのように示す表示をしていた。

【実際】

本件商品には、２カプセル（５００ｍｇ）当たりのラクトフェリンの含有

量が３００ｍｇを下回るものが含まれていた。

通信販売業者

（鹿児島県）
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措置事 件 の 概 要違反事業者

措置命令

R４.3.３

脱毛施術の提供価格に係る不当表示

【表示内容】

 セブンエー美容㈱及び㈱ダイシンは、自社ウェブサイトにおいて、「顔・

VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」、「最短3カ月で脱毛完了」

等と表示するなど、 あたかも、本件役務は最短3か月で62部位の脱毛

が完了するものであって、3か月で62部位の脱毛が完了した場合の本

件役務の対価の総額は4,227円であるかのように表示していた。

㈱エイチフォーは、自社ウェブサイトにおいて、「顔・VIOもできちゃう

♪」、「月額1,409円で」、「全身脱毛62部位が最短3ヶ月で脱毛完了」等

と表示するなど、あたかも、本件役務は最短3か月で62部位の脱毛が完

了するものであって、3か月で62部位の脱毛が完了した場合の本件役

務の対価の総額は4,227円であるかのように表示していた。

【実際】

3か月で62部位の脱毛が完了した場合であっても、本件役務の対価

の総額は64,790円以上であった。

美容脱毛事

業者３社

（福岡県）

措置命令

R３.１２.１６

石油製品の販売価格に係る不当表示

【表示内容】

㈲菊池商事は、ガソリンスタンドの看板において、「レギュラー129」、

「ハイオク139」及び「軽油109」と価格を表示するなど、あたかも、当該

価格が消費税を含めた価格（以下「税込価格」という。）であるかのように

表示していた。

㈱プレイズは、ガソリンスタンドの看板において、「ハイオク148」、「レ

ギュラー138」及び「軽油117」と価格を表示することにより、あたかも、

当該価格が税込価格であるかのように表示していた。

【実際】

本件３商品の価格は消費税を含まない価格であって、税込価格ではな

かった。なお、2社は、上記の表示について、「税別」と表示していたが、当

該表示は小さな文字で記載されているものであること等から、一般消費

者が上記の表示から受ける本件３商品の取引条件に関する認識を打ち

消すものではない。

石油製品の

販売事業者

２社

（福岡県）



ここでいう地域連携業務とは、九州事務所が九州地区の国の出先機関、地方自治体、各種

団体等と連携して、九州地区の地域課題を一体的に解決するために、競争政策の推進及び独

占禁止法等所管法令遵守の観点から取り組む業務をいいます。

九州においても、社会経済の急速な変化等に迅速かつ的確に対応するとともに、少子高齢

化や過疎化などにより地域経済が抱える諸問題を解決していくことが行政分野を跨ぐ横断的

課題となっています。

このような変化や諸問題に有効に取り組んでいくためには、政府一体の取組として対応す

ると同時に、九州地区においても、国の出先機関、地方自治体、各種団体等が連携して対応し

ていくことが必要です。

九州事務所としては、九州地区の経済活性化等の諸課題（総合テーマ）の中には、競争政策

の推進や独占禁止法等所管法令の遵守により効率的・効果的に解決可能な部分（競争イシュー

）があると考えられることから、九州の各地域の商慣習や取引実態をよく調査し、これらを踏

まえた上で、競争政策・独占禁止法上の論点・課題を抽出し、明示していくこと、さらには、それ

らの論点・課題について競争政策上の考え方やあるべき姿をわかりやすく提案するとともに、

独占禁止法等所管法令の遵守のために必要な説明を広く行っていくことが重要と考えていま

す。

このような考え方のもと、九州事務所においては、九州地区における国の出先機関、地方自

治体、各種団体等と連携し、競争政策及び独禁法等所管法令の遵守の観点から、九州各地域

における諸課題の解決に貢献する取組を進めています。

地域連携関係のお問い合わせ先 総務課 092-431-2329

(1) 地方版政労使会議

開催日

令和８年１月１６日(金)福岡県

令和８年３月９日(月)佐賀県

令和８年１月２９日(木)長崎県

令和８年１月１５日(木)熊本県

令和８年１月３０日(金)大分県

令和８年２月１６日(月)宮崎県

令和８年１月２６日(月)鹿児島県

地方版政労使会議は、地域の雇用や労働

環境の改善を目的として、政府機関、地方公

共団体、労使団体等により構成され、賃上げ

への取組を始めとした地域における重要な

課題についての意見を交換する場です。

九州事務所は、オブザーバーとして参加し

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関

する取組について説明を行っています。

6 地域連携関係業務
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(3) トラック協議会

開催日

令和８年2月19日（木）福岡県

令和8年3月10日（火）長崎県

令和８年3月４日（水）熊本県

令和８年2月27日（金）大分県

令和8年3月16日（月）
九州地区
（web)

トラック協議会は、運送業者や労働組合、政府機関

などが一堂に会して、業界の現状や課題について話

し合い、改善策を検討するための会議です。

九州事務所は、物流分野における取引の公正化の

ための取組（物流事業者に不当に不利益を与える行

為の禁止及び労務費、エネルギーコスト等の上昇分の

適正な価格転嫁）について説明を行っています。

(2) 中小企業診断士協会との懇談会

九州事務所は、取引の適正化及び価格転嫁の円

滑化を図っていく観点から、九州各県に所在する中

小企業診断士協会との間で意見交換会を実施して

います。

中小企業診断士が中小企業から価格転嫁等に関

する相談を直接受ける立場であることを踏まえ、現

場における課題を共有するとともに、関連法令の考

え方や実務上の留意点について説明を行っていま

す。

開催日

令和7年9月24日（水）福岡県

令和７年１２月６日（土）熊本県

令和８年３月1４日（土）鹿児島県

ア 公正取引デイズ＠日南(令和８年２月１２日(木)～１３日（金）)

公正取引委員会は、全国各ブロックに地方事務所等を置き、所管する独占禁止法等の

適切な運用や相談対応に努めており、地方事務所等所在地以外の都市においても独占禁

止法等の普及啓発活動の一層の充実を図ってきています。

九州事務所では、宮崎県日南市において「公正取引デイズ＠日南」と題して、有識者と

の懇談会や、市内事業者との意見交換等のイベントを開催しました。これらは令和７年２

月１９日に日南市との間で締結した「日南市における入札談合及び官製談合の未然防止

等に関する連携協定」に基づき開催するものです。

(4) その他
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イ 公正取引デイ＠都城市(令和７年６月１３日(金))

九州事務所では、地域の経済活性化において競争政策が果たすべき役割を把握、検討

する観点から、地場産業を支える企業との意見交換や自治体トップ層を交えた懇談会を

実施しています。都城地区においては6月、「公正取引デイ＠都城市」と題して、大手酒造

メーカーとの意見交換や、都城市長を交えて都市計画、地域振興、観光業の推進などに

ついて幅広く懇談しました。

ウ 公正取引キャラバン

九州各地域において価格転嫁の取組が十分に浸透していない実態を踏まえ、中小事

業者等の価格転嫁交渉の一助とすべく、福岡県商工会議所連合会と連携し、公正取引委

員会の最近の法執行状況並びに「労務費転嫁交渉指針」及び「取適法」の内容の説明を行

うとともに、価格転嫁に関する各地域の実情を把握するため懇談会等を実施しました。

開催日

令和７年７月１４日(月)朝倉商工会議所

令和７年８月６日(水)福岡商工会議所

令和７年８月２７日(水)豊前商工会議所

令和７年９月９日(火)筑後商工会議所

令和７年１０月２９日(水)大牟田商工会議所

令和７年１２月５日(金)北九州商工会議所



Ｒ２Ｒ１Ｈ３０Ｈ２９Ｈ２８Ｈ２７年 度
長崎市（Web開催）福岡市大分市鹿児島市佐賀市熊本市開催地
R2.11.12R1.12.6H30.11.2

9
H29.10.24H28.12.1H27.11.1

1
開催日

7 広報・広聴関係業務

懇談会のお問い合わせ先 総務課 092-431-2329

公正取引委員会では、競争政策や当委員会の活動に対する理解を深めていただくため、以下のとおり、

様々な広報・広聴業務を行っています。

イ 九州各地の経済団体等と九州事務所長等との懇談会

前記アのほか、九州事務所長等と九州各地の経済団体等との懇談会を随時開催しています。

九州地区における最近の開催実績は次のとおりです。

⑴ 有識者との懇談会の開催

競争政策について、より一層の理解を求めるとともに、各地域の実情や幅広い意見・要望を把握

し、今後の競争政策の有効かつ適切な推進に資するため、毎年、全国各地域の有識者と当委員会

の委員等との懇談会及び講演会を全国各都市において開催しています。

ア 全国各地域の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会

Ｒ７Ｒ6Ｒ５Ｒ４Ｒ３Ｒ２年 度

大分市鹿児島市佐賀市熊本市
宮崎市
（Web開催）

長崎市
（Web開催）開催地

R7.12.3 R6.1２.3 R５.1２.６R4.11.18R３.1２.３R2.11.12開催日

令和7年度令和６年度令和５年度

福岡県弁護士会

朝倉商工会議所

福岡銀行協会

福岡商工会議所

豊前商工会議所

筑後商工会議所

福岡県中小企業診

断士協会

大牟田商工会議所

5/20

7/14

7/15

8/6

8/27

9/9

9/24

10/29

福岡県弁護士会

行橋商工会議所

福岡県社会保険労

務士会

福岡県経営者協会

大川商工会議所

久留米商工会議所

6/11

6/17

10/17

11/13

2/3

3/18

福岡県弁護士会

九州大学法科大学院

（六本松法学継続教

育オフィス）

九州北部税理士会

（福岡）

大川商工会議所

6/11

9/22

1/24

1/29

福

岡

佐賀県中小企業団

体中央会

佐賀県社会保険労

務士会

8/6

10/12

唐津商工会議所

鳥栖商工会議所

佐賀県商工会連合会

佐賀県商工会連合会

武雄市商工会

佐賀県中小企業団体

中央会

佐賀県弁護士会

佐賀県商工会連合会

佐賀県経営者協会

5/9

8/8

8/30

9/20

10/19 

11/15

12/5

2/14

3/6

佐

賀

佐世保地区商工振

興協同組合

2/18長崎県社会保険労

務士会

10/15佐々町商工会

諫早商工会議所

壱岐市商工会

7/6

7/11

8/29

長

崎
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令和7年度令和６年度令和５年度

人吉商工会議所

熊本県中小企業団

体中央会

熊本県中小企業診

断士協会

6/12

9/2

12/6

熊本県中小企業団

体中央会

熊本県社会保険労

務士会

10/3

11/27

八代商工会議所

本渡商工会議所

宇土市商工会

南九州税理士会（熊本）

8/24

11/16 

12/19

3/25

熊

本

大分県社会保険労
務士会
大分商工会議所
大分県中小企業家
同友会

10/11

11/14
11/19

大分県中小企業家同友

会

大分県商工会連合会

7/24

12/19大
分

都城市有識者（都城

市長、経済団体代表

者等）

日南市有識者（日南

市長、経済団体代表

者等）

6/13

2/12

宮崎県社会保険労

務士会

宮崎県中小企業団

体中央会

日南商工会議所

10/10

1/21

2/19

西都商工会議所5/29

宮

崎

鹿児島大学司法政

策教育研究センター

鹿児島県中小企業

診断士協会

4/23

3/14

与論町商工会

鹿児島大学司法政

策教育研究センター

鹿児島県中小企業

家同友会

鹿児島県弁護士会

鹿児島県社会保険

労務士会

4/18

4/24

5/28

12/3

12/19

鹿児島大学司法政策教

育研究センター

川内商工会議所

出水商工会議所

鹿児島県経営者協会

4/26

5/8

11/29

2/27

鹿

児

島
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⑶ 一日公正取引委員会の開催

九州事務所（福岡市所在）では、福岡市以外の都市における独占禁止法等の普及啓発活動や相談の

一層の充実を図るため、平成16年度以降、「一日公正取引委員会」を開催しています。

この「一日公正取引委員会」では、独占禁止法、下請法の講演会、官製談合防止法研修会、消費者セ

ミナー、中学生向け独占禁止法教室等を開催し、また、相談コーナーを設けて個別の相談に応じると

ともに、広報パネルの展示を行っています。

九州地区における最近の開催実績は次のとおりです。

R７Ｒ6Ｒ５Ｒ４Ｒ２年 度

大分市(※)鹿児島市(※)宮崎市長崎市佐賀市開催地

R7.12.2R６.12.5R６.2.２１R５.2.２R2.12.15開催日

25

「一日公正取引委員会」の模様

⑵ 独占禁止政策協力委員制度

競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営を行うため、平成１１年度から、

独占禁止政策協力委員制度を設け、各協力委員から独占禁止法や公正取引委員会に対する意見・要望

をいただき、それぞれの地区の経済実態に即した行政運営に活かしています。

九州地区では、各地域の経済問題等に明るい有識者の方（22名）に委嘱しています。

(※) 有識者との懇談会、事業者との意見交換会等と組み合わせた「公正取引ウィーク」の一環と
して開催した。



開催日開催地県年 度

R５.6.２2玉名市熊本

R５

R５.7.11佐世保市長崎

R6.1.9福岡市福岡

R6.1.27熊本市熊本

R6.2.21長崎市長崎

R6.2.21宮崎市宮崎

R6.6.2佐賀市佐賀

R6

R6.6.20宮崎市宮崎

R6.10.3阿蘇市熊本

R6.10.25福岡市福岡

R6.11.22霧島市鹿児島

R6.12.5鹿児島市鹿児島

R7.4.25福津市福岡

R7

R7.9.3筑紫野市福岡

R7.11.14霧島市鹿児島

R7.12.2大分市大分

R7.12.9太宰府市福岡

R7.12.17久留米市福岡

R7.12.19熊本市熊本

R7.12.25福岡市福岡

R8.1.22福岡市福岡

消費者セミナーのお問い合わせ先 取引課 092-431-603１

⑷ 消費者セミナー

平成22年度から、一般消費者の方々を対象に、独占禁止法、景品表示法、公正取引委員会の仕事

についてクイズやゲームを用いながら分かりやすく説明する「消費者セミナー」を開催しています。

九州地区における最近の開催実績は次のとおりです。

「消費者セミナー」の模様
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大 学高 等 学 校中 学 校 等

北九州市立大学（R3、R４、R５、R6、

R7）

九州大学（R3、R４、R５）

西南学院大学（R４）

福岡大学（R４、R５）

九州工業大学（R6)

日本経済大学（R6)

福岡女子大学（R6)

福岡県立小倉商業高等学校（R5、

R６）

クラーク記念国際高等学校（R７）

八女市立見崎中学校（R3)

福岡市立次郎丸中学校（R3、R４)

明治学園中学校（R５）

福岡県立門司学園中学校（R５、R

７）

福岡市立玄洋中学校（R５）

久留米市立諏訪中学校（R５）

福岡市立下山門小学校（R6）

福岡

佐賀大学（R3、R４、R５(２)、R６）佐賀

長崎大学（R４、R５、R6）

長崎県立大学（R6）

西海市立大崎中学校（R４、R５）

佐世保市立崎辺中学校（R４）

活水中学校（R４）

平戸市立中野中学校（R５）

長崎県立諫早高等学校附属中学校

（R５）

長崎

熊本大学（R４、R５、R６、R7）

熊本学園大学（R５、R６）

熊本県立甲佐高等学校（R４、R５、

R6）

熊本県立宇土高等学校（R５、R6、

R7）

熊本県立鹿本高等学校（R５）

尚絅高等学校（R６、R7）

熊本市立必由館高等学校（R6)

熊本県立第一高等学校（R7）

熊本学園大学付属中学校（R５）熊本

大分大学(R7)岩田高等学校(R7)宇佐市立長洲中学校（R3)

宇佐市立北部中学校（R５)

岩田中学校(R7)

大分

宮崎産業経営大学（R４、R５）宮崎学園高等学校（R3、R４、R５、

R６、R7）

宮崎県立宮崎商業高等学校（R４）

日向市立富島中学校（R3)

日之影町立日之影中学校（R４)

鵬翔中学校（R４、R５、R6）

日南市立吾田中学校（R6、R7)

日南市立北郷中学校（R7）

宮崎

志學館大学（R3、R４、R５、R6）

鹿児島大学（R４、R５、R6、R7）

鹿児島国際大学（R６）

鹿児島南高等学校（R４、R５、R6）

鹿屋中央高等学校（R５）

鹿児島純心女子高等学校（R６）

鹿児島市立鹿児島玉龍中学校

（R４)
鹿児島

独占禁止法教室のお問い合わせ先 総務課 092-431-2329

授業の模様・中学生向けシミュレーションゲームの内容（一例）

⑸ 独占禁止法教室

将来を担う学生に対し、早い段階で独占禁止法の役割を理解してもらうために、全国各地の中学

校等において、当委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催しています。

九州地区における最近の開催実績は次のとおりです。 （ ）は開催年度
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【公正取引委員会YouTube】

独占禁止法や取適法等に関して分かりやすく説明した動画をアップしていますので、会社や団体で

の研修等に御活用ください。

【公正取引委員会X（旧Twitter）及びFacebook】

最新の情報をなるべく分かりやすく発信しています。御気軽に閲覧ください。

@jftc

⑹ 学識経験者等との交流

学識経験者等で構成される「九州経済法研究会」が開催する例会に職員を講師として派遣するなど、競争

政策について研究者等との交流に努めています。
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九州事務所案内図

公正取引委員会事務総局九州事務所

〒８１２－００１３ 福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 福岡第２合同庁舎 別館２階

代表電話 ０９２－４３１－5881

（令和８年（202６年）４月発行）
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